
 

 現政権下では平和

安全保障関連法案を

はじめ数々の重要法案が審議不十分の

ままに強行可決され社会保障関連の法

案も例外ではない。このままでは患者

負担増、公的医療費抑制、医療の市場

化といった制度改革がどんどん推し進

められ、医療従事者や国民の願いとは

ますますかけ離れた医療、介護制度へ

と後退してしまう。 

 こうした政府の社会保障政策を転換

させるためには、より大きな国民世論

の形成が必要であり、そのためにも本

年度は国民の視点に立ったわかりやす

い資料作りや会員が活動に参加しやす

る。 

(2)患者負担ゼロを目標に窓口負担軽減

の運動  

 医療にかかる窓口負担は憲法が保障

する生存権、健康保険法の現物給付の

原則からもゼロか少額であるべきとの

立場で、患者負担ゼロを目指しつつ当

面は負担軽減の運動に取り組む。特

に、保険料の負担能力のない子ども医

療費は県の福祉医療制度として窓口無

料化の運動をすすめるとともに、子ど

も医療費全国ネットの運動に賛同し、

国の制度として１８歳未満窓口無料の

運動をすすめる。受診時の定額負担、

高額療養費の自己負担上限の引き上げ

など政府が検討している患者負担増計

画の内容を地域住民に広く知らせてい

く。 

(3)診療報酬改定に対応した会員への

情報提供と不合理是正要求 

 改定2016年診療報酬改定では医療提供

体制の再編、地域包括ケアシステム構

築、かかりつけ医機能の評価と称して

入院から在宅へ、医療から介護へと医

療機関の機能分化を更に誘導する改定

となった。改定内容や運用上の留意点

など新点数対策として会員への迅速な

情報提供を行う。また、会員アンケー

トで意見集約をしながら、新たな制度

の分析・検証を行い不合理是正などの

要求につなげる。 

 また、昨年は長年抑制されている医

師・歯科医師の技術料の正当な評価を

求める要求を行ってきたが、将来に向

けて診療報酬体系の抜本的な見直しな

ども保険医協会として研究する。 

(4)歯科医療の重要性を「保険でより良

い歯科医療を」の運動 

「保険でより良い歯科医療を」長野連

絡会の事務局団体として参加団体の拡

充に向け努力する。電話相談や歯科医

師の対面相談、歯科衛生士によるブ

ラッシング指導などの活動を通じて歯

科と全身疾患の関係など歯科医療の重

要性を住民にアピールしていく。新事

業としては入れ歯のネーム入れや供養

祭などの企画を検討する。 

 また、昨年度会員配布した「入院・

介護と口腔」の冊子の普及をはかり、

要請に応じて病院、介護施設内でのミ

ニ学習会などの開催も検討する。 

 電話相談や地域住民向けの出前講演

会、ブラッシング指導などの活動を通し

て歯科と全身疾患の関係など歯科医療

の重要性と歯科医療現場の実情への理

解を広げる。また、入れ歯のネーム入

れや供養祭など新たな企画に取り組

む。参加団体の拡充に向け努力する。 

(5)ゼロ税率要求、消費税廃止に向けた

運動と社会保障財源の提言   

 安消費税率が来年4月から10％に引き

上げられようとしているが、医療にお

ける損税問題では医療界の方向性が必

ずしも一致していない。長野協会は従

来から主張してきた社会保険医療への

ゼロ税率適用の運動を更に強化する。

また、軽減税率との絡みで2021年からイ

ンボイス制度の導入が予定されてい

る。ゼロ税率要求と密接不可分である

インボイス制度の学習活動と運動対策

の準備をはじめる。 

 社会保障・税一体改革の方針の下で

は、社会保障充実を口実に消費税率引

き上げが繰り返され、診療報酬による

 長野県保険医協会は３月13日の第37回定期総会で新年度活動方針を会員に事

前送付の議案書の通り決定した。活動方針は「医療をとりまく動き」「活動の

指針」「重点活動」からなるが、ここでは本年度の姿勢と実施事項に係る「活

動の指針」と「重点活動」部分を全文掲載し紹介する。－２～４面－ 

重視する。そのためにも国民的な世論

形成が必要であり、会員、患者、家族

の視点からわかりやすい宣伝物の作成

配布や署名活動などを通じて協会活動

への理解と参加を求めていく。本年度

は医療機関内だけにとどまらず出前講

座など地域へ出向き住民と一体となっ

た活動に意識的に取り組む。 

 また、地域医療構想や地域包括ケア

体制など地方自治体を軸とした医療、

介護提供体制の再編淘汰が進められる

中で、県や市町村への要請活動を強め
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１.国民皆保険を守り、社会保障を

充実させる活動 

(1)社会保障の充実へと政策転換を求め

る活動 

 １月から始まった通常国会には医療

関連の法案提出は見送られたが、政府

は工程表に沿った社会保障制度改革の

準備を着々とすすめている。保険医協

会では社会保障費の抑制ではなく充実

させるために政策転換を求める運動を
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い工夫を追及する。 

 また、地域医療構

想など都道府県を軸とした医療・介護

提供体制の再編が本格化する中で、県

内の諸団体とも協力して地域医療が崩

壊しないよう医療現場と住民の立場か

ら県や市町村への働きかけを強める。 

 会員の日常診療や経営、生活に関わ

る活動では各種個別相談の体制をより

強化し、講習会や学術研究会の充実を

図る。これらの活動を通じて医療機関

の経営を支える魅力ある保険医協会を

アピールし、組織拡大をはかってい

く。 
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（2）   2016年（平成28年）4月25日                     長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）                                                               No.422 
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開催できるよう企画する。また、審

査・指導対策、経営・雇用管理、医療

安全対策、医事紛争対策といった内容

の講習会を専門家の協力を得ながら実

施する。 

(4)保険医協同組合との連携  

 協会会員が母体である保険医協同組

合の事業を多くの会員が利用するよう

取り組む。開業相談や融資や各種共済

制度などの紹介や各種セミナー開催の

ための支援及び会員参加を呼びかけ

る。 

 開業医共済休業保障制度は協会会員

を会員資格とした共済制度であり、保

険医協同組合とともに代理店として制

度の更なる発展に努力する。 

３.審査、指導・監査対策など医療

機関の経営と医療を守る活動  

(1)審査強化への対応 

  レセプトの返戻・査定事例について

 No.422                                                長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）         2015年（平成27年）4月25日  （3）  

補填方法がこのまま継続すると医療機

関の損税は拡大し、患者も非課税のは

ずの医療において消費税負担増を強い

られることになる。 

 そもそも消費税は低所得者ほど負担

率が高くなる不公平な税制であり、応

能負担の原則に反する欠陥税制であ

り、消費税廃止に向けた運動を追及す

る。消費税に頼らない社会保障財源の

あり方としては法人税や社会保険料事

業主負担も含めた税や保険料による応

能負担原則の徹底や高薬価構造の見直

しなどを中心に協会としての提言を研

究する。 

(6)ＴＰＰから公的医療保険制度を守る

活動  

 環太平洋平洋戦略的経済連携協定

（TPP）の交渉参加12カ国は貿易・投資

ルールについて大筋合意し、安倍首相

は医療分野に関して「我が国の誇る皆

保険制度は今後も堅持する」と記者会

見した。越境サービス貿易や金融サー

ビスの項では社会保障は協定の適用外

としているが、テキスト全文の暫定仮

訳を１月にようやく公表しただけで日

米協議や他国との二国間協議の全容は

いまだ明らかではない。医薬品や医療

機器の値段が上がる仕組みも懸念さ

れ、中長期的にみると日本の公的保険

制度が空洞化する危険性をはらんでい

る。引き続き県内団体とも共同して条

約の批准、協定発行を阻止するための

取組みを強化する。 

(7)平和、国民主権、基本的人権、生存

権など憲法を守る活動 

 人命を守る医師はいかなる戦争をも

容認できない。平和憲法を守ることが

現代に生きる医師・歯科医師の社会的

責任である。憲法９条の解釈改憲とも

いえる平和安全保障関連法の廃案を求

めて、2000万人統一署名に取り組む。患

者が安心して医療を受けられ、私たち

が安心して医療を提供するためにも社

会保障が憲法第25条の生存権に基づく

国民の権利であることを強く主張する

とともに、平和主義、国民主権、基本

的人権など憲法を守る活動を重視す

る。そうした観点から沖縄基地問題や

原発問題も保険医協会の活動の一環に

据える。 

２.会員の身近な相談と実利、実益

を守る活動 

(1)審査・指導、経営税務、法律など個

別相談活動   

 診療報酬改定に対する疑問、日常的

な保険請求や審査、指導など会員から

の相談に迅速、的確に対応するととも

に、情報共有のため長野新聞等を通じ

て会員へフィードバックする。経営、

税務や法律問題は顧問税理士、顧問弁

護士と連携して対応する。 

(2)共済活動  

 開業医共済休業保障の制度充実に向

けて、本年度の新規加入者の目標を40

名とする。団体契約によるスケールメ

リットを活かした保険医年金とグルー

プ保険の制度の維持、発展のために生

命保険会社と協力して普及にあたる。

共済加入のしおりの作成など宣伝物の

充実をはかる。 

(3)学術研究会・各種講習会の企画及

び新点数対策 

 日常診療の向上や開業医の専門性を

高めるための学術研究会を県内各地で

部会・委員会で検討する体制を整え、

必要に応じて審査支払機関に改善を申

し入れる。特に電子レセプトのコン

ピュータチェックの実態把握とその対

策を検討する。また、疑義解釈資料等

を編集して請求事務のための情報を会

員医療機関へ提供する。 

(2)指導大綱・監査要綱の改善を求める 

 指導・監査の情報を収集して会員へ

提供する。本年度予定されている関東

信越厚生局管内の保険医団体の統一要

求行動に参加するとともに、厚生局長

野事務所に対しても長野県の個別課題

に関する運用改善を求める。個別指導

時の弁護士帯同について本年度も一定

の費用援助を行う。 

(3)消費税ゼロ税率要求運動、税務調査

から会員を守るための活動 

 年内は社会保険診療報酬へのゼロ税

率適用を求める活動を集中的にすすめ

る。社会保険診

療の事業税非課

税や租税特別措

置法26条の存

続・恒久措置化

も引き続き要望

する。税務調査

対策として国税

局交渉なども視

野に県内医療機

関への税務調査

の実態把握に努

める。 

(4) マ イ ナ ン

バー制度、医療

等IDへの対応 

 １月より運用

が開始されたマ

イナンバー制度

について医療機

関にとって過度

な負担とならな

 

三
井
生
命
保
険
株
式
会
社 

 
 
 
 
 
 

松
本
支
社 

 

 
 
 
 
 
 

松
本
市
中
央 

一
―
二
一
―
八 

 〒390 
 －0811 

【4面に続く】

富
国
生
命
保
険
相
互
会
社 

 

松
本
支
社 

松
本
市
大
手
ニ
―
三
―
一
八 

℡ 

〇
ニ
六
三
―
三
ニ
―
一
九
四
九 

  〒390 
  －0874 

祝
・
長
野
県
保
険
医
協
会
第
37
回
定
期
総
会 

順 
 

不 
 

同 

長野県保険医協会 役員名簿 

任期 2016年4 月1 日～2018年3 月31日  

◇会 長 鈴木 信光（歯）  

◇副会長 市川 誠（歯）、野口 修（内・リウ）、宮沢 裕夫（小歯）、矢崎  

棗(小） 

◇理 事 池上 正資（歯）、大石 浩三（歯）、奥山 秀樹（歯・歯外）、金澤  

新(内小）、神谷 誠（歯）、河原田 和夫（耳）、河野 文幸（歯）、後藤 恵

実留（歯）、小塚 一芳（歯）、熊谷 嘉隆（外）、下條 勝彦（歯）、多田 

博行（眼）、田畑 幸男（内）、田村 健一（小内）、中島 勉（内）、中島 

博忠（歯）、花岡 徹（整外）、林 春二（歯）、布山 徹（歯）、丸山 正幸

（内外）、三田 温（耳）、蓑島 宗夫（小ア）、山崎 徹（内ア） 

 *  総会時点で役員了承の確認がとれていない理事は、確認がとれた時点で就任とする 

◇監 査 内坂  徹（内）、北村  豊（歯） 

◇事務局長 宮沢 淳司 

長野県保険医協会顧問 

 赤羽 伸弘、平野 格、張 洛善   
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いよう正確な情報を提供する。なお、

個人番号カードに健康保険証を持たせ

ることやマイナンバー制度のインフラ

を活用した医療等IDの発行が検討され

ており、その運動対策をすすめる。 

(5)医療事故調査制度における医療機

関への支援 

 長野県保険医協会として医療事故調

査等支援団体の県内窓口の申請を予定

しており、保団連とともに当面、制度

全般の相談窓口として対応できる体制

作りをすすめる。一方で制度スタート

後の報告実態を把握しながら必要な運

用改善を求める。また、保団連版の医

療安全対策テキストを使った講習会を

行う。 

４.地域医療を支える活動 

(1)福祉医療の窓口無料化を求める 

 長野県の福祉医療給付を窓口無料化

とする活動では県内医療関連団体への

理解を深める活動と県議会や市町村へ

の働きかけを重視する。また、国の子

どもの医療制度の在り方等に関する検

討会の動向を注視しつつ、子ども医療

費全国ネットの署名に取り組み、国制

度として義務教育終了までの無料化と

国保のペナルティ措置の廃止運動をす

すめる。 

(2)長野県の医療、介護提供体制を後退

させない 

 二次医療圏ごとに協議が行われる地

域医療構想調整会議の傍聴、病院関係

者との懇談等を通じて長野県の医療提

供体制の調査、課題の分析を行い、病

床削減ありきの構想とならないよう提

案を行っていく。昨年に引き続き県医

団連と協力して長野県の地域医療を考

えるシンポジウムを企画する。 

(3)開業保険医の役割を高め、地域の

医療、介護を支える  

 地域包括ケアシステムにおける「か

かりつけ医」普及が重要とされている

が、政府方針では安上がりの医療のた

めの在宅医療推進と外来受診の適正化

をめざすことに主眼をおいている。ま

た、総合診療専門医の養成がはじまる

が新専門医制度には医療費抑制を目的

として医師を管理統制しようとする側

面が強いことに警戒しなければならな

い。保険医協会では地域における開業

医の役割を高め、患者、国民の視点に

立って地域医療を守る活動が求められ

る。病診連携、診診連携、医科歯科連

携、介護との連携、認知症の早期発

見・診断・対応など県内における地域

医療の活動を支援するための調査研究

活動や実践的な学習交流会を企画す

る。 

(4)都道府県単位化する国保の改善を求

める 

 社保協国保部会と連携し、県内の国

保料、資格証明書・短期被保険者証等

の発行状況、滞納整理などの実態を把

握する。また、国保の都道府県単位化

に向け制度設計が具体化する中で国保

制度が後退しないよう県への働きかけ

を行う。 

５.医科歯科一体を基礎に、全会員

から頼りにされる協会づくり 

(1)会員の要求把握と組織強化 

① 県内医療機関の実態や会員の要求

を把握し、協会活動に反映させる。 

② 新規入会会員の目標を30名以上とす

る。役員と事務局員が一体となり計画

的かつ積極的な組織

拡大対策を行う。 

③ 若い世代が興味を

もち、活動に共感で

きるようなアプロー

チを強化する。 

④ 高齢の会員であっ

ても活動に参加しや

すい環境づくりに努

める。 

(2)会員、国民との接

点としての広報活動  

 医療情勢全般につ

い て 長 野 新 聞、

ファックス、イン

ターネットを活用し

て迅速で正確な情報

を提供する。特に電

子メール、ホーム

【
３
面
の
続
き
】 

 長野県保険医協会の第37回定期総会

で2016年度予算が可決されたことに伴

い16年度の会費額は、開業医…月額 

5,000円、勤務医…月額 3,000円と確定

した。いずれも据え置き。開業医は93

年度(93年４月)から、勤務医は当初か

ら同額。 
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○衆議院議員 宮下一郎、後藤茂之、

小松裕   
○参議院議員 吉田博美、小坂憲次、 

北澤俊美、羽田雄一郎 

○県議会議員 本郷一彦、宮澤敏文、

佐々木祥二、西沢正隆、諏訪光昭、毛

利栄子、荒井武志、堀内孝人、今井愛

郎、埋橋茂人、小川修一、小山仁志、
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        いした）－敬称略、順不同－ 

衆議院議員  務台俊介  

県議会議員 高村京子、毛利栄子 

団体等  民主党長野県総支部連合会 

副代表 下條みつ 

代理出席 藤野参議院議員秘書  

山口典久 

○政党や各種団体等 自由民主党長野

県支部連合会、民主党長野総支部連合

会、社会民主党長野県連合、長野県国

保団体連合会、長野県理学療法士会、

長野県臨床検査技師会、長野県医療社

会事業協会、長野県厚生農業協同組合

連合会、長野県民主医療機関連合会、

長野県社会保障推進協議会、長野県障

害者運動推進協議会、長野県難病患者

連絡協議会、長野県生活と健康を守る

連絡会、長野県地域人権運動連合会、

新日本婦人の会長野県本部、長野県教

職員互助組合、長野県退職教職員互助

組合、長野県自治労連、長野県高等学

校教職員組合、県単位農協労働組合連

合会、長野県中小企業団体中央会、し

らかば会計事務所、長野県勤労者山岳

連盟、日本生命保険相互会社、フコク

生命保険相互会社 

 そのほか、全国保険医団体連合会会

長はじ全国の保険協会・医会の会長・

理事長(個別掲載は略） 
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 ５月１日より「グループ保険」「保

険医年金」の春の普及キャンペーンが

スタートいたします。 

 協会運営のグループ保険は団体定期

保険のスケールメリットを生かした安

い保険料が特長で、

死亡保障額の上限が

4,000万円（配偶者は

上限1,000万円）。加入にあたっては

面倒な健康診査は一切必要なく、いつ

でも保障額の増額・減額の見直が出来

ます。また、毎年決算を行って、死亡

保険金の支払状況に応じて剰余金が生

じた場合は配当として掛金の一部をお

返ししているのも魅力の一つです。 

 一方、保険医年金は、積立金総額が

1兆1千億円を超えるスケールメリット

を持つ日本有数の私的年金で、現在の

予定利率は1.259％、昨年度は配当率

0.344%を含めた運用実績が1.603％とな

りました。コツコツ

貯める月払と余裕資

金をまとめて貯める

一時払があり、加入から５年以上経過

すれば、いつでも申し出た時から10

年、15年、20年の期間を選択し、年金と

して受給することができます。また、

現金が必要になった場合には、口数単

位で一時金として請求できますので、

将来の使い道は多様です。 

新聞、ファックス、インターネットを活用

して迅速で正確な情報を会員に提供す

る。特に電子メール、ホームページ等で

の情報提供体制を強化する。  

(3)新役員体制のもとで委員会運営へ

の会員参加を強化 

 新役員体制の下で審査問題や地域医

療を中心に各委員会への会員参加を広く

呼びかけ委員会機能の充実をはかる。 

             以上 

税務・経営電話相談は、顧問税理士の土屋信行氏により実施し

ています。◆平日の受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00 ◆受付

電話 0269-33-3265(しらかば会計事務所)※不在の場合は会員で

ある旨と連絡先を伝言下さい。改めて税理士の方から連絡を致します。 
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ページ等での情報媒体を強化する。  

① 保険医新聞の役割の強化 

 保険医新聞では諸企画を通じて日常

診療に役立つ情報、国政や県内の医療

分野の情報発信に努める。協会の活動

内容や方針について会員に分かりやす

く伝える工夫を行う。 

② インターネットを通じた情報サー

ビスと国民への情報発信 

 会員への情報伝達として電子メール

ニュースの定期配信とともにメーリン

グリスト等の創設を検討する。また、

ホームページを充実させ医療制度等の

具体的な改革メニューを国民向けに解

説したコンテンツを設置する。 

③ マスコミとの懇談 

 各種アンケート結果の発表や主要行

事についてマスコミを通じてアピール

する。地元新聞社やテレビ局との懇談

会を企画する 療情勢全般について長野


